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国立大学法人旭川医科大学インスティテューショナル・リサーチ室規程の一部を改正する規程 

 

 国立大学法人旭川医科大学インスティテューショナル・リサーチ室規程（平成28年旭医大達第17号）の一部について，下表右欄（「現行」

欄）を同表左表（「改正後」欄）のように改正する。 

※下線部分は，改正箇所を示す。 

改正後 現行 

（略） （略） 

（組織） （組織） 

第4条 IR室は，次に掲げる者をもって組織する。 第4条 IR室は，次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 室長 (1) 室長 

(2) 副室長 (2) 副室長 

(3) 室員 (3) 室員 

2 室長は学長が指名する副学長又は学長補佐をもって充て，IR室の

業務を掌理する。 

2 室長は学長が指名する副学長をもって充て，IR室の業務を掌理す

る。 

（略） （略） 

附 則  

この規程は，令和5年8月17日から施行し，令和5年7月1日から適用

する。 

 

  

【改正理由】 

 本組織の体制の整備を図るため，所要の改正を行うものであ

る。 

 



 


